
 

 

発がん性のおそれがある有機溶剤等取扱

い業務における健康障害防止措置 

 

厚生労働省は、事業所で使用する発がん性の

おそれがある化学物質について、労働者の健康

障害を防止するための措置を検討し、その結果

を報告書にまとめ公表しました。関係政省令は

平成 26 年 8 月に公布され、10 月に施行が予定さ

れています。 

 

１．検討結果の公表 

健康障害防止措置を講ずるように公表された

化学物質は、発がん性のおそれのある有機溶剤

10 物質とジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフ

ェイト（DDVP）です。 

公表された有機溶剤 10 物質については、現在

有機溶剤中毒予防規則により健康障害防止措置

が義務付けられていますが、発がん性という新

たな有害性を考慮して、職業がんを防止するた

めの健康障害防止措置が公表されました。 

ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト

（DDVP）は殺虫剤に用いられている物質です。

発がん性の可能性があるため、健康障害防止措

置を講じることが新たに求められます。 

公表された発がん性のおそれのある有機溶剤

10 物質とジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフ

ェイト（DDVP）を取扱う規制対象事業所には、

それぞれ発がん性を考慮した健康障害防止措置

を講じることが求められます。 
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公表の有機溶剤 10 物質 

番号 名  称 種 別 

１ クロロホルム 

２ 四塩化炭素 

３ 1,2-ジクロルエタン 

４ 
1,1,2,2-テトラクロル 

エタン 

５ トリクロルエチレン 

第 1種 

有機溶剤

６ 1,4-ジオキサン 

７ ジクロルメタン 

８ スチレン 

９ テトラクロルエチレン 

10 メチルイソブチルケトン 

第 2種 

有機溶剤

２．健康障害防止措置 

今回公表されたこれらの化学物質は、既に発が

ん性を考慮した健康障害防止措置が講じられてい

る特定化学物質の特別管理物質と同様な健康障害

防止措置が求められます。 

健康障害防止措置 
有機溶剤

10 物質 
DDVP 

記録の保存 30 年間 ○ ○ 

作業記録の作成 ○ ○ 

局所排気装置の設置 ○ ○ 

作業環境測定実施 ○ ○ 

 

３． ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェ

イト（DDVP）を取扱う規制対象業務 

労働者の健康障害防止措置を講じる業務は次の

業務です。 

・ ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト

（DDVP）を含有する成形加工、包装業務 

  

環境科学センター大気環境部  工藤 健 

業務内容 
◆ 調査･分析･測定部門（水質･大気･土壌･食品･特殊分析・環境ｱｾｽﾒﾝﾄ）

◆ ﾌﾟﾗﾝﾄ･工事･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ部門（排水･用水処理の設計及び施行･各種ﾒﾝﾃ）

◆ 水処理薬品部門（ﾎﾞｲﾗｰ･空調用水処理薬品･化学洗浄関連薬品他）

◆ 環境保全機器部門（滅菌剤･ろ過装置･各種測定計測器  他）


